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    午後２時４４分開会 

○委員長（猶野智和君）  ただいまより、予算決算委員会を開会いたします。 

 先ほどの本会議におきまして、本委員会に付託されました市長提出議案１件につ

きまして、審査いたしたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、審査を始めます。 

 議案第１００号令和元年度美祢市一般会計補正予算（第６号）を議題といたしま

す。執行部より説明を求めます。竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  それでは歳出のほうから説明をさせていただきます。 

 ２款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費、説明欄００２一般職員人件費に

おきまして１５７万５，０００円を追加しております。 

 これは、本年８月２７日から３０日にかけての豪雨に伴う第２及び第３警戒態勢

配備に関わる、延べ１５２人分の時間外手当を追加するものでございます。 

 なお、避難所等で深夜対応に当たられている者については、深夜割増しの時間外

単価として積算をいたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（猶野智和君）  中村農林課長。 

○農林課長（中村壽志君）  続きましてその下、災害復旧費につきまして御説明いた

します。 

 １１款災害復旧費・１項農林施設災害復旧費・１目単独災害復旧費において３，

１７６万４，０００円を追加しております。 

 説明欄００１現年農林施設単独災害復旧事業につきまして、災害復旧工事として

８０１万９，０００円を、少額災害復旧工事補助金として２，３７４万５，

０００円を追加するものでございます。 

 これは、本年８月２６日から３０日の豪雨によるもので、８月２８日から２９日

には、真長田観測所において２４時間最大雨量２１９ミリメートル、西厚保観測所

において時間最大雨量５１ミリメートルを観測し、市内各地において裏山崩壊６カ

所、林道災害１０路線、農地農業用施設の小規模な災害８２カ所が発生しており、

復旧に係る工事請負費及び受益者発注工事に係る負担金を予定しております。 

 次に、２目補助災害復旧費において２，８７０万８，０００円を追加しておりま

す。 
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 説明欄００１現年農林施設補助災害復旧事業につきまして、時間外勤務手当とし

て１２０万１，０００円を、測量設計委託料として５７０万７，０００円を、災害

復旧工事費として２，１００万円を、電柱移転として補助金８０万円を追加するも

のでございます。 

 これは、先ほど申し上げました８月豪雨災害により被災いたしました農地５カ所、

農業用施設４カ所において、国の現地査定後、復旧を行うものであります。 

 なお、この事業の歳入といたしまして、県支出金１，２００万円、分担金及び負

担金３２６万３，０００円を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（猶野智和君）  中村農林課長。 

○農林課長（中村壽志君）  先ほどの説明の訂正をさせていただければと思います。 

 少額災害復旧工事補助金というところなんですけど、私そこを負担金と申しまし

たので、補助金ということで言い直しをさせていただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（猶野智和君）  佐伯建設課長。 

○建設課長（佐伯憲一君）  続きまして、１１款災害復旧費・２項土木施設災害復旧

費でございます。 

 被災日と雨量につきましては、先ほど農林課長が御説明したとおりでございます。 

 このたびの豪雨により土木施設に被害が発生しておりますので、土木施設災害復

旧に関わる予算を追加するものでございます。 

 １目単独災害復旧費において２，２６８万７，０００円を追加しております。 

 説明欄００１現年土木施設単独災害復旧事業におきまして、１３節委託料、測量

設計委託料として１７４万９，０００円を追加しております。 

 これは、大嶺町の市道藤ヶ河内桑原線などの道路８件、大嶺町の滝口川の河川

１件の合計９件に対する災害復旧に関わる測量設計委託料でございます。 

 続きまして、業務委託料として１，１０３万８，０００円を追加しております。 

 これは、東厚保町の市道横坂徳定線ほか土砂取り除きなどの２５件に係る業務委

託料でございます。 

 続きまして、１５節工事請負費、災害復旧工事として９９０万円を追加しており

ます。 
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 これは、主に大嶺町の市道藤ヶ河内桑原線などの道路８件、大嶺町の滝口川の河

川１件の合計９件に対する災害復旧に関わる工事請負費でございます。 

 続きまして、補助災害復旧費において１億３，０９４万３，０００円を追加して

おります。 

 説明欄００１現年土木施設補助災害復旧事業におきまして、３節職員手当等、時

間外勤務手当として６８万４，０００円を追加しております。 

 これは、公共災害復旧工事における査定設計書及び実施設計書作成に伴う職員

４名分の時間外勤務手当でございます。 

 続きまして、次のページになりますけど、１５ページでございます。 

 １３節委託料、測量設計委託料として１，６６５万９，０００円を追加しており

ます。 

 これは、大嶺町の四郎ヶ原川などの河川１７件、伊佐町の市道上上野線などの道

路６件、合計２３件に対する災害復旧に係る測量設計委託料でございます。 

 続きまして、１５節工事請負費、災害復旧工事として１億１，２６０万円を追加

しております。 

 これは、大嶺町の四郎ヶ原川などの河川１７件、伊佐町の市道上上野線などの道

路６件、合計２３件に対する災害復旧に係る工事請負費でございます。 

 次に、２２節補償、補てん及び賠償金、補償金として１００万円を追加しており

ます。 

 これは、根越川河川災害復旧工事に伴う水道管移設等の補償金でございます。 

 歳入といたしまして、８ページ、９ページにお戻りください。 

 １５款国庫支出金・１項国庫負担金・３目災害復旧費国庫負担金といたしまして

７，５７７万１，０００円を追加しております。 

 これは、歳出におきまして先ほど説明しましたが、補助災害復旧工事費及び補償

金における国庫支出金でございます。国の補助率は６６．７％でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（猶野智和君）  佐々木財政課長。 

○財政課長（佐々木昭治君）  続きまして、歳出時に説明をいたしませんでした特定

財源、歳入について御説明をいたします。 

 引き続き８ページ、９ページを御覧ください。 
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 一番上、１１款地方交付税・１項地方交付税・目１地方交付税ですが、説明欄を

御覧ください。 

 このたびの災害等に対する追加分といたしまして、特別交付税を６，８７４万３，

０００円追加しております。 

 続きまして、一番下になりますが、２２款市債・１項市債・目７災害復旧債です

が、説明欄を御覧ください。農林施設補助災害復旧事業債を４８０万円追加してお

ります。 

 次のページ、１０ページ、１１ページを御覧ください。説明欄――御説明いたし

ます。 

土木施設単独災害復旧事業債を１，３３０万円、また土木施設補助災害復旧事業

債を３，７８０万円追加しております。 

 次に、地方債の補正について御説明をいたします。 

 ４ページを御覧ください。 

 農林施設補助災害復旧事業債、土木施設単独災害復旧事業債及び土木施設補助災

害復旧事業債の限度額を変更しております。 

 議案第１００号令和元年度美祢市一般会計補正予算（第６号）の説明は以上でご

ざいます。 

○委員長（猶野智和君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君）  それでは、質疑なしと認め、質疑を終わります。それでは、

本案に対する討論を行います。御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君）  御意見なしと認め、討論を終わります。それでは、これよ

り議案第１００号を採決いたします。 

 本案について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第１００号は原案

のとおり可決しました。 

 以上をもちまして、本会議で本委員会に付託されました議案１件につきましての

審査を終了いたしました。 
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 その他委員の皆さんから、所管事項について何かございましたら御発言をお願い

いたします。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（猶野智和君）  ないようでしたらこれにて本委員会を閉会いたします。お

疲れ様でございました。 

    午後２時５７分閉会 

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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    上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       令和元年１０月１０日 

 

            予算決算委員長 

 


